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お知らせ

アリスホームドクター
南あわじ市北阿万筒井76-1

温かくなる春・夏はしろ
あり・羽アリの活動が活
発になり、最も被害が発
生しやすくなる時期です。
早めに点検を行い被害を
予防しましょう。☎0799-55-0800

※お気軽にお問合せ下さい。

淡路島のシロアリ防除・害虫駆除専門店

全島対応
いたします
全島対応
いたします

しろあり被害・拡大中!!

調査・
見積無料！

　

平
成
30
年
８
月
か
ら
70
歳
以
上

の
現
役
並
み
所
得
者
の
所
得
区
分

を
細
分
化
し
た
う
え
で
限
度
額
が

見
直
さ
れ
ま
す
。
入
院
等
で
医
療

機
関
の
お
支
払
い
が
高
額
に
な
る

場
合
、
市
役
所
に
お
問
合
せ
の
う

え
、
現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ
、
Ⅱ
の

人
は
、
新
た
に
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
の
交
付
申
請
の
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

【
表
の
注
釈
】（
※
１
）
一
定
の
条
件
に
該
当

す
る
場
合
は
申
請
に
よ
り
「
一
般
」
の
区
分

に
な
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

人
に
は
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。（
※

２
）
昭
和
20
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
被

保
険
者
が
い
る
世
帯
は
、
住
民
税
課
税
所
得

額
１
４
５
万
円
以
上
で
あ
っ
て
も
、
被
保
険

者
全
員
の
基
礎
控
除
（
33
万
円
）
後
の
総
所

得
金
額
等
の
合
計
額
が
２
１
０
万
円
以
下
で

あ
れ
ば
、
後
期
高
齢
の
場
合
は
１
割
負
担
、

国
民
健
康
保
険
の
場
合
は
２
割
負
担
と
な

り
ま
す
。（
※
３
）
過
去
12
か
月
以
内
に
３

回
以
上
、
高
額
療
養
費
の
支
給
が
あ
る
場
合

は
、
４
回
目
以
降
は
多
数
回
の
自
己
負
担
限

度
額
と
な
り
ま
す
。
外
来
（
個
人
ご
と
）
に

よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
お
よ
び
同
じ
医

療
制
度
以
外
で
の
高
額
療
養
費
の
支
給
は
、

こ
の
回
数
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。（
※
４
）
精

神
病
床
へ
平
成
27
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
平

成
28
年
４
月
１
日
ま
で
継
続
し
て
入
院
さ
れ

て
い
た
人
で
、
引
き
続
き
何
ら
か
の
病
床
に

入
院
さ
れ
て
い
る
人
は
、
当
分
の
間
２
６
０

円
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

負
担
割
合
の
変
更

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負

担
割
合
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は

１
割
ま
た
は
２
割
と
し
て
い
ま
し

た
が
、
８
月
か
ら
65
歳
以
上
の
人

で
特
に
所
得
が
高
い
人
は
３
割
負

担
と
な
り
ま
す
。

　

自
己
負
担
が
３
割
と
な
る
人

は
、
合
計
所
得
金
額
が
年
間

２
２
０
万
円
以
上
で
同
一
世
帯
内

の
65
歳
以
上
の
年
金
収
入
等
と
そ

の
他
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
が

単
身
で
、
３
４
０
万
円
以
上
、
２

人
以
上
世
帯
で
４
６
３
万
円
以
上

と
な
る
人
で
す
。

負
担
割
合
証
の
更
新

　

８
月
１
日
現
在
で
要
支
援
・
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
介
護
保

険
被
保
険
者
に
、
新
し
い
「
介
護

保
険
負
担
割
合
証
」（
有
効
期
限

８
月
1
日
～
平
成
31
年
7
月
31

日
）
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
し

た
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
の

際
に
は
、
事
業
者
ま
た
は
施
設
の

窓
口
へ
介
護
保
険
被
保
険
者
証
と

と
も
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
認
定
申
請
中
の
人
で
、

要
支
援
・
要
介
護
認
定
が
出
た
人

に
つ
い
て
は
、「
介
護
保
険
被
保

険
者
証
」
を
同
封
し
て
郵
送
い
た

し
ま
す
。

後期高齢者医療・国民健康保険（70歳以上）
医療費の自己負担限度額等の変更

・介護保険サービスの自己負担割合の変更
・介護保険負担割合証の更新問長寿・保険課☎43-5217 問長寿・保険課☎43-5217

お知
らせ

お知
らせ

所得区分
一部負担金

の割合

自己負担限度額（月額） 入院時の食事代
の標準負担額

（１食当たり）
外　来

（個人ごと）
外来＋入院

（世帯単位）

現役並み

所得者

Ⅲ
同一世帯に、住民税課税所得額 690
万円以上の被保険者がいる人

３割

252,600 円＋（総医療費－ 842,000 円）×１％
〈多数回 140,100 円〉　（※３）

460 円
（※４）

指定難病患者
の人は 260 円

Ⅱ
同一世帯に、住民税課税所得額 380
万円以上の被保険者がいる人（※ 1）

167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）×１％
〈多数回 93,000 円〉　（※３）

Ⅰ
同一世帯に、住民税課税所得額 145
万円以上の被保険者がいる人（※1・2）

80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）×１％
〈多数回 44,400 円〉　（※３）

一　般
同一世帯に、住民税課税の被保険者
がいる人

１割
または
２割

18,000 円
年間上限 144,000 円

57,600 円
〈多数回 44,400 円〉　
（※３）

平成３０年７月までの負担割合 平成３０年８月からの負担割合

合計所得金額
160 万円以上の人など ２割

３割合計所得金額
220 万円以上の人など

２割上記以外の合計所得金額
160 万円以上の人など

１割上記以外の人１割上記以外の人

　

70
歳
～
74
歳
の
国
民
健
康
保
険

加
入
者
に
、
新
し
い
「
国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
証
」
を
７
月
に

郵
送
し
ま
し
た
。

　

こ
の
受
給
者
証
は
、
一
部
負
担

金
の
割
合
を
表
示
し
た
も
の
で
す

の
で
、
医
療
機
関
等
で
保
険
証
と

と
も
に
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

▽
有
効
期
限　

平
成
31
年
７
月
31
日

※
有
効
期
限
ま
で
に
75
歳
に
な
る

人
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
移
行
し
ま
す
の
で
、
誕
生
日

の
前
日
が
有
効
期
限
で
す

　　
「
児
童
扶
養
手
当
」「
特
別
児
童

扶
養
手
当
」「
特
別
障
害
者
手
当
」

「
障
害
児
福
祉
手
当
」「
福
祉
手
当
」

を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
年
１
回

現
況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
届
に
よ
り
、
手
当
を
引
き

続
き
受
け
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う

か
を
確
認
し
ま
す
。
提
出
が
な
い

場
合
は
、
支
払
い
が
停
止
さ
れ
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
提
出
期
間　

❶
児
童
扶
養
手

当
＝
８
月
１
日
（
水
）
～
31

日
（
金
）
❷
特
別
児
童
扶
養
手

当
＝
８
月
10
日
（
金
）
～
24
日

（
金
）
❸
特
別
障
害
者
手
当
等

＝
８
月
10
日
（
金
）
～
９
月
11

日
（
火
）

▽
提
出
先　

❶
❷
子
育
て
ゆ
め
る

ん
課
❸
福
祉
課

国民健康保険高齢受給者証
の更新

児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害
者手当等の現況届 問長寿・保険課☎43-5217

問子育てゆめるん課☎43-5219
問福祉課☎43-5216

お知
らせ

お知
らせ

今月の納税

市・県民税･・・・・・・・【　２ 　　期 】
国民健康保険税・・・【 　２   　期 】

納期限　８月３1日(金)
《納期内に忘れず納付しましょう》

　問税務課☎ 43-5213

個人事業税･・・・・・・【 　１ 　　期 】
納期限　８月３1日(金)

《納税は便利で安全、確実な口座振替で》

　問洲本県税事務所☎26-2032

　

津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
備
え
、
以
下
の
情
報
伝
達
試
験

を
消
防
庁
が
行
い
ま
す
。

▽
試
験
実
施
日
時

　

８
月
29
日
（
水
）
午
前
11
時
ご
ろ

▽
放
送
内
容　
「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」
×
３

回
、「
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う
さ
い

南
あ
わ
じ
市
で
す
」

※
試
験
で
は
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
、

戸
別
受
信
機

か
ら
緊
急
放

送
が
流
れ
ま

す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い

Ｊアラートによる情報伝達試験
問危機管理課☎43-5203

お知
らせ


